
 

次世代育成支援対策推進法に基づく、『一般事業主行動計画』 

 

わが国における急速に進む少子化を受け、「次世代育成支援対策推進法」が施行さ

れました。この法律では、仕事と子育ての両立を図るため必要な雇用環境の整備等に

ついて一般事業主行動計画を策定し実施することとされています。 

東京スマイル農業協同組合では、職員にとって働きやすい職場づくり、仕事と子育

ての両立が可能な環境整備に、これからも引き続き取り組んで参ります。 

 

 

 

『一般事業主行動計画内容』 

 

 

期 間    平成 27 年 3 月 31 日まで 

 

《雇用環境の整備に関する取組》 

 

 

目 標   ・産前産後休暇や育児休業制度の周知や情報提供を行います。 

 

・育児休業中の職員に対し、通信講座の斡旋等を行い、休業中のスキル・

知識アップにより、円滑な職場復帰を支援していきます。 

 


